
令和７年度 第２回連絡協議会

令和８年２月９日 14：30～15：45
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令和７年度 第２回連絡協議会 次第

１ 東京都の令和８年度予算案等について

(1)「2050東京戦略」の更なる推進について

(2) 令和８年度予算案について

(3) 令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

   ２ 東京都の施策について
      (1) 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度（都市整備局）

(2) 木材を活用した建築物マップ「木になる建築マップ」（都市整備局）

(3) 木材利用による脱炭素化に資する人材育成事業（住宅政策本部）

３ その他

     (1) 住宅事業者への感震ブレーカー設置促進のための補助金（総務局）

     (2) 事務局からの連絡 

＊引き続き、省エネ・再エネ住宅普及啓発セミナー（16:00~17:00）を行います。
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令和７年度 第２回連絡協議会

１ 東京都の令和８年度予算案等について

(1)新たな長期戦略「2050東京戦略」について

(2)令和８年度予算案について

(3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等



１東京都の令和８年度予算案等について

 (1) 「2050東京戦略」の更なる推進について

4

戦略策定後の状況変化を踏まえ、
政策目標を新設･上方修正し、取組を強化

政策目標 政策目標の達成に向け

R8予算案において施策を充実･強化



１東京都の令和８年度予算案等について

 (1) 「2050東京戦略」の更なる推進について
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１東京都の令和８年度予算案等について

 (2)令和８年度予算案について

令和８年度予算案
詳細はこちらから



１東京都の令和８年度予算案等について

 (2)令和８年度予算案について
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令和７年度 第２回連絡協議会
１東京都の令和８年度予算案等について

 (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

※本日は、主に令和8年度から

新設・拡充する事業（資料欄赤字）を

説明します。

凡例

令和8年度に新たに開始する事業

令和8年度に拡充する事業  

令和8年度から継続する事業

拡充

継続

新規

分類 R8事業 R7→R8 資料 説明部局

(1)新築住宅

東京ゼロエミ住宅普及促進事業 拡充 ①

環境局

建築物環境報告書制度「環境性能向上支援事業」 拡充 ②

建築物環境報告書制度「設計・施工技術向上支援事業」 拡充 ③

建築物環境報告書制度「特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業」 拡充 ④

優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定等 拡充 ⑤

東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免 継続 ⑥ 主税局

木材利用ポイント事業（多摩産材等活用） 拡充 ⑦ 産業労働局

構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金 継続 ⑧

都市整備局
構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金 継続 ⑨

【参考】東京都既存非住宅省エネ改修促進事業 継続 ⑩

東京都戸建住宅等液状化対策促進事業等 継続 ⑪

(2)既存住宅改修等

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 拡充 ⑫

環境局
優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定等【再掲】 拡充

賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業 拡充 ⑬

省エネ点検・改修キャンペーン 継続 ⑭

省エネ改修工事をした住宅に対する固定資産税の減額 継続 ⑮ 主税局

東京都既存住宅省エネ診断・設計等支援事業 継続 ⑯

住宅政策本部
戸建住宅省エネ等リフォームアドバイザー派遣事業 継続 ⑰

マンション省エネ・再エネアドバイザー事業 拡充 ⑱

太陽光発電等導入フィージビリティー検討支援 既存マンション省エネ再エネ促進事業 新規 ⑲

東京都戸建住宅等耐震化促進事業 拡充 ⑳ 都市整備局

木材利用ポイント事業（多摩産材等活用）【再掲】 拡充 産業労働局

(3)設備関連

太陽光パネルの高度循環利用の推進 継続 ㉑

環境局

住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業 拡充 ㉒

太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業 継続 ㉓

集合住宅における再エネ電気導入促進事業 継続 ㉔

充電設備普及促進事業 拡充 ㉕

マンション充電設備普及促進に向けた連携協議会の運営 継続 ㉖

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業【再掲】 拡充

東京とどまるマンション
東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業
（仮称）東京とどまるマンション太陽光発電設備・Ｖ２Ｘ導入促進事業等

拡充 ㉗ 住宅政策本部

(4)住宅市街地 宅地開発無電柱化推進事業 拡充 ㉘ 都市整備局

(5)家電の買い替え 家庭のゼロエミッション行動推進事業（東京ゼロエミポイント） 拡充 ㉙ 環境局

(6)プラットフォーム 東京都省エネ・再エネ住宅普及促進事業補助金 継続 ㉚ 住宅政策本部
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令和７年度 第２回連絡協議会

(1)新築住宅

１東京都の令和８年度予算案等について

 (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等



１ 令和８年度東京都の計画・補助金紹介

令和８年度予算案における支援策について

＊ 事務費等を含む

令和８年度予算案 475億円 *

⚫ 東京の地域特性を踏まえた省エネ性能の高い住宅の普及促進のため、「東京ゼロエミ住宅」基準に適合する住
宅を新築する建築主への補助を実施

水準Ｃ 水準Ｂ 水準Ａ

戸建住宅 40万円/戸 160万円/戸 240万円/戸

集合住宅等 30万円/戸 130万円/戸 200万円/戸

・太陽光発電設備
（陸屋根のマンション等への架台設置上乗せ、機能性ＰＶへの上乗
せ補助を含む）

・蓄電池システム
(R7:12万円/kWh ⇒R8:10万円/kWh(上限120万円/戸))

・Ｖ２Ｈ

住宅に対する補助

機器に対する補助

「東京ゼロエミ住宅」基準

現行基準
断熱性能 UA値
（W/㎡・K）

省エネ基準からの
削減率

水準Ａ 0.35以下 ▲45% (▲40％)

水準Ｂ 0.46以下 ▲40% (▲35％)

水準Ｃ 0.60以下 ▲30% (▲30％)

＋再エネ利用設備(太陽光発電設備等)を原則設置

※カッコ内の値は集合住宅等の基準

環境局１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

①東京ゼロエミ住宅普及促進事業
拡充 環境局補助金



11

１ 令和８年度東京都の計画・補助金紹介

令和８年度予算案における支援策について
環境局

事業名 （１）環境性能向上支援事業 （２）設計・施工技術向上支援事業
（３）特定供給事業者再エネ

設備等設置支援事業

助成対象者

・義務対象者
・任意参加予定のハウスメー
カー（中小企業者）

・地域工務店（中小企業者）
・太陽光発電システム施工事業者
（中小企業者）

・特定供給事業者として制度に
参加するハウスメーカー

事業内容

・改正後の義務基準・誘導基準
に対応する環境性能の高い住宅
の商品ラインナップの開発・改
良の取組
※義務対象者は改正後の誘導基
準に対応する取組のみ対象

・環境性能の高い住宅に関する設計・
施工技術の向上等に資する取組を支援
・新築住宅への太陽光発電システムの
施工等に関する技術向上に資する取組
を支援
・東京ゼロエミ住宅を新たに建設する
に当たっての設計・施工技術の向上に
資する取組を支援

・建築物環境報告書制度に参加
する事業者による太陽光発電シ
ステム・蓄電池システム・Ｖ２
Ｈ・エコキュート・ハイブリッ
ト給湯器の設置に対する経費の
一部を一括補助

募集期間 令和８年４月募集開始予定 令和８年４月募集開始予定 令和８年４月募集開始予定

＊ 事務費を含む

令和８年度予算案 21.6億円 *

⚫ 環境性能の高い住宅モデルの開発・改良に関する取組や、設計・施工技術の向上等に係る取組を支援
⚫ 義務基準の履行に向けた年間の事業計画の提出を要件とし、太陽光発電設備等の一括補助を実施

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

②③④建築物環境報告書制度推進事業
拡充 環境局補助金
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１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑤優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定等
➢ 都は、都市特有の諸課題の解決に資する機能性を有する住宅用太陽光発電設備の製品を認定
    規格化され、型式を有する製品（市場で入手可能なもの）を対象

➢ 令和５年度以降、各補助事業において当該認定製品（機能性ＰＶ）への上乗せ補助を実施し、普及を後押し
        

➢ 令和７年度認定において、防眩型（ガラス製品）かつ小型などの防眩機能と他の機能を併せ持つ区分を新設

機能性ＰＶの認定イメージ

都市特有
の諸課題

狭小の屋根が多い、建物密集地域が多い 等

機能性の
区分

小型パネル(多角形、建材形、方形)

建材一体型パネル
（屋根、窓・壁等の屋根以外）

軽量型パネル(ガラス・ガラスレス)

防眩型パネル
・ガラス
・ガラスレス
・ガラスかつ小型(多角形、建材形)
・ガラスかつ小型(方形)
・ガラスかつ建材一体型(屋根)

ＰＶ出力最適化
（部分影等による出力低下の抑制）

小型パネルの製品例

屋根を無駄なく活用

※ 詳細は、クール・ネット東京の事業ＨＰ（https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kinousei-pv）をご覧ください。

令和８年度の上乗せ補助実施事業

東京ゼロエミ住宅普及促進事業

特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光
住宅普及拡大事業

住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の
増強事業

賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業

認定 拡充 環境局



主税局

事業概要

➢ ２０３０年カーボンハーフの実現に向け、断熱・省エネ性能の高い東京ゼロエミ住宅の普及を税制面から支援

➢ 一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅（助成対象のもの）について、不動産取得税を最大で全額減免

➢ 東京ゼロエミ住宅の基準見直しに合わせ、令和６年10月１日以降に設計確認申請を行った住宅について、減免措置を見直し

事業内容

減免対象

令和４年４月１日から令和６年９月30日までの間に

「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」に基づく

設計確認申請が行われた新築の東京ゼロエミ住宅の取得

令和６年10月１日から令和11年３月31日までの間に

「東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱」に基づく

設計確認申請が行われた新築の東京ゼロエミ住宅の取得

減免要件
・

減免割合

備考 減免対象となる取得は、最初の不動産取得税の課税対象となる取得に限ります。

旧基準 新基準

要件 減免割合

①
水準３

５割
水準２

― 水準１ ―

②
発電出力50kW未満の
太陽光発電システム（※）の設置

５割

①及び②のいずれにも該当する場合 10割

要件 減免割合

水準Ａ 10割

水準Ｂ ８割

水準Ｃ 5割

（※）一定の要件を満たすものに限ります。

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑥東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免

主税局継続税制
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１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑦木材利用ポイント事業
事業概要

事業内容

〇新築戸建て住宅へのポイント交付（令和８年度 拡充）

【要件】・多摩産材を４立法ｍ以上使用していること

・対象に店舗兼住宅（※住宅部分のみ）を追加

【交付ポイント数（１立法m当たり）】

〇リフォームへのポイント交付（令和８年度 拡充）

【要件】・多摩産材を9平方ｍ以上使用していること 等

・対象に店舗兼住宅（※住宅部分のみ）／再販物件を追加

    【交付ポイント数（１平方m当たり） 】

多摩産材及び国産木材を利用し、住宅の新築またはリフォームをした者に対して、東京の特産物等と交換できるポイントを交付する。

多摩産材 国産木材 交付上限

CO2排出量削減を目的とする
補助金の利用

有 4千5百 3千 45万

無 3千 2千 30万

〇ポイントと交換可能な商品（令和８年度 拡充）

• 東京の農畜産物・水産物・伝統工芸品

• 国産木材製品

• 東京の森林整備や林業振興に資するサービス等

• 商品券等（交付ポイントの５割まで）
※ただし、①または②を満たす場合に限る

①特定工事※の実施

②多摩産材使用量のみでポイント交付上限に到達

※特定工事：都内に事業所を有する技能士（左官、畳製作、

建具製作）が製作した漆喰等、畳、木製建具のいずれか

多摩産材 国産木材 交付上限

東京ゼロエミ住宅認証
有 12万 １万5千 90万

無 ８万 １万 60万

特定工事を未実施
の場合でも！

ポイント 拡充 産業労働局
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１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等
⑧構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金
⑨構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金

事業概要

・構造木質化のため、国産木材を使用する防耐火構
造の大臣認定取得費用負担者に対し、認定取得費
用の一部を補助

・認定書が交付された認定に対し、認定取得費用
（建築基準法に定める手数料）の２分の１補助

事業内容

評価機関との事前相談

評価機関への申請

性能評価

性能評価書の交付

大臣認定書の交付

国交省への認定申請

大臣認定取得の流れ

●申請手数料の例

柱(3時間耐火) …310万円

梁(3時間耐火) …290万円

耐力壁(2時間耐火) …224万円

   ※試験体の作成費用は対象外

延べ面積500㎡以上の
建築物に導入する認定が対象

スプリンクラー＋機械
排煙で内装制限の規定
を適用しない計画事例

スプリンクラー設備等を設置することにより、国産
木材による構造木質化等が可能となる床面積が合計
500㎡以上の建築物が対象（設置義務建築物も対象）

（画像引用）令和元年度 木造建築技術等先導事業報告書（事例集）
令和３年度 中大規模木造普及シンポジウム 事例報告会

事業内容

・構造木質化のため、スプリンクラー設備等を設置し
内装制限の規定を適用しない建築計画を行う建築主
に対し、スプリンクラー設備等設置費の一部を補助

・スプリンクラー設備等の設置にかかる費用の
２分の１補助（上限2625万円）

事業概要

⑧構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金 ⑨構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/mokushitsuka-suishin.html詳細はＨＰ参照

都市整備局継続補助金

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/mokushitsuka-suishin.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/mokushitsuka-suishin.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/mokushitsuka-suishin.html
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１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑩【参考】東京都既存非住宅省エネ改修促進事業

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/syoene-sokushin.html詳細はＨＰ参照

○対 象 者：中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合、個人事業主、学校法人、社会福祉法人
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、医療法人

○補助対象：延べ面積10,000㎡以下の非住宅において、下表の診断・設計・改修を行うもの

事業内容

内容 補助率 補助上限額

省エネ診断
省エネ設計

■省エネ診断に必要な調査費用
■BELSの評価・認証を受けるために必要な費用
■省エネ改修に必要な調査・設計等に係る費用 など

２／３ 上限なし

省エネ改修

■開口部、躯体等の断熱化、設備の効率化に係る工事費用

・開口部等の断熱化と併せて実施することで設備の効率化に係る
工事も補助対象となります。

・部分改修も補助対象となります。
・改修後に耐震性が確保されることが必要です。

２３％

省エネ基準
レベル

5,600円/
㎡

ZEB
レベル

9,600円/
㎡

・事務所ビルなどの非住宅で実施する、省エネ診断、省エネ設計、省エネ改修工事に補助
・国費を活用した補助制度。区市町村の補助実施体制が整うまで都が直接補助を実施

事業内容

都市整備局継続補助金

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/syoene-sokushin.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/syoene-sokushin.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/syoene-sokushin.html
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都市整備局

種別 区市町村を通じた間接補助（令和６年度～） 都の直接補助（令和７年度～）

助成対象住宅 区市町村の要綱による（戸建住宅等の新築・建替え）
地階を除く階数が３以下の戸建住宅等※の新築･建替え
（※耐火・準耐火で、1,000㎡未満の戸建・長屋・共同住宅）

助成金額

●液状化判定調査費（地盤調査等）

都と区市町村で助成率２/３ かつ 上限26.6万円

●液状化対策工事費

都と区市町村で助成率１/２ かつ 上限80万円

●液状化判定調査費（地盤調査等）

助成率１/２ かつ 上限10万円

都

１/３

13.3万円

区市町村

１/３

13.3万円

所有者

１/３

13.3万円

都

１/４

40万円

区市町村

１/４

40万円

所有者

１/２

80万円

都

１/２

10万円

所有者

１/２

10万円

※助成率等は都における標準的な場合の例示であり、
区市町村によって助成制度は異なる。

※葛飾区では上記より充実した助成制度を実施

継続 補助金

都心南部直下地震（Ｍ7.3）の液状化危険度分布

出典：首都直下地震等による東京の被害想定報告書（令和4年5月東京都防災会議）

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑪東京都戸建住宅等液状化対策促進事業等
都市整備局

継続補助金



18

令和７年度 第２回連絡協議会

(2)既存住宅改修等

１東京都の令和８年度予算案等について

 (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等



１ 令和８年度東京都の計画・補助金紹介

令和８年度予算案における支援策について

環境局

⚫ 都内住宅の断熱改修や太陽光発電設備等の設置を進め、省エネで、災害にも強く、健康にも資する断熱・太陽
光住宅の普及拡大を促進

⚫ 令和８年度も住宅向けの再エネ設備の設置等への補助を継続

助成内容

令和８年度予算案 1,012億円

・既存住宅省エネ改修…窓/ドア改修（補助率（単価制）R7：1/3相当→R8：1/2相当（拡充））

（管理組合による上乗せ、断熱防犯窓への上乗せ）、壁/床等断熱改修 （補助率1/3）、高断熱浴槽（9.5万円/戸） 

・蓄電池システム…10万円/kWh 等 （新設/増設時にデマンドレスポンス参加への同意による上乗せ補助 等）

・熱と電気の有効利用…太陽熱、地中熱、エコキュート/ハイブリッド給湯器

（新設時にデマンドレスポンス参加への同意による上乗せ補助を含む）

・太陽光発電設備… 新築（12万円/kW）、既存（15万円/kW）

（陸屋根のマンション等への架台設置・防水工事上乗せ、及び機能性ＰＶへの上乗せ補助を含む）

・パワーコンディショナ更新 ・Ｖ２Ｈ

・分譲マンション省エネ型給湯機器（再エネ電力メニュー契約による上乗せ含む） 等

注意事項
【新規】令和８年度事業より金融機関発行の証明書等の提出が必須（現金の受け渡しは、補助対象外）
【継続】契約前の事前申込が必要（経過措置期間の例外を除く）

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等
⑫災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業

拡充 環境局補助金



１ 令和８年度東京都の計画・補助金紹介

令和８年度予算案における支援策について
環境局

⚫ 賃貸オーナーに対する省エネ性能診断キャンペーンの展開や、コンシェルジュによる伴走型支援に加え、
断熱改修支援の拡充等により、断熱化を加速するとともに、太陽光発電等の導入支援等を実施

事業内容

令和８年度予算案 217.6億円

【スキーム図】賃貸オーナーのニーズに合わせ、コンシェルジュが省エネ性能診断前から断熱改修後まで伴走支援

【省エネ改修】
・断熱改修（窓、ドア、壁・床等の断熱材）

補助率2/3（上限額あり）

・省エネ性能診断（現況図面作成、診断・表示）
補助率10/10（上限額あり）

【再エネ導入】
・太陽光発電設備
   新築15～18万円/kw、既築24～30万円/kw（それぞれ上限額あり）
※機能性ＰＶ、架台設置、防水工事に対して上乗せあり

・低圧電力一括受電附帯設備 電力量計７万円/戸、収集装置10万円/棟
・蓄電池 10万円/kWh（上限額あり）

助成内容

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑬賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業
拡充 環境局補助金
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１ 令和７年度東京都の計画・補助金紹介

太陽光パネルの高度循環利用の推進
環境局２ 補助金等の紹介

太陽光パネルの高度循環利用の推進
環境局

補助金 継続

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑭省エネ点検・改修キャンペーン
環境局アドバイザー

事業概要

◆対象者

・都内に所在する住宅の所有者（賃貸オーナーを除く。）、マンション管理組合など

◆支援の概要（無料）

・都内の家庭（戸建、集合とも）の高断熱窓・高断熱ドア、高効率給湯器等の省エネルギー化に関するアドバイザーの派遣

受付、フォローアップ（助成金や改修事業者の情報提供） など

◆主な点検項目【分譲マンション（住戸）の場合】⇒

派遣助成の内容

専門知識を有したアドバイザーが、住宅の省エネ性能を点検し、省エネ改修のメリットや助成金情報などを助言

点検後も、断熱窓・断熱ドア・高効率給湯器の省エネ改修の検討に役立つ情報をフォローアップ（令和7年度～）

継続

※R8については決まり次第公表予定

【戸建住宅（耐震性あり）】

資料⑰ 戸建住宅省エネ等リフォームアドバイザー派遣

【戸建住宅（耐震性なし）】

資料⑳ 戸建て住宅の耐震化アドバイザー制度

【分譲マンション（共用部等）】

資料⑱ マンション省エネ・再エネアドバイザー事業



主税局

対象住宅

・平成26年４月１日以前からある住宅であること

・居住部分の割合が当該家屋の２分の１以上あること

※貸家の用に供する部分は減額されません

※耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度等

との併用はできません

減額対象
改修工事

令和４年４月１日から令和13年３月31日までの間に、

次の①から④までの工事のうち、①を含む工事を行う

こと

（①の工事は必須です）

①窓の断熱改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化など）

②床の断熱改修工事

③天井の断熱改修工事

④壁の断熱改修工事

要件

・減額対象改修工事により、それぞれの部位が現行の省

エネ基準に新たに適合すること（ただし、申告期限あり）

・改修後の住宅の床面積が40㎡以上、240㎡以下である

こと

・減額対象改修工事費が60万円超、または同費用が50万

円超で、省エネに資する装置の設置費と合わせて60万

円超であること。ただし、国または地方公共団体から

の補助金等がある場合は、補助金等を控除した額が上

記を超えている必要があります

減額される
金 額

固定資産税額の３分の１を減額

※改修工事が完了した年の翌年度分（１月１日完了の場合は

その年度分）に限る

※当該住宅の一戸当たり120㎡の床面積相当分までを限

度とする

次の要件に全て該当する場合、省エネ改修工事をした住宅にかかる固定資産税が減額されます。 住宅リフォーム減税

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑮省エネ改修工事をした住宅に対する固定資産税の減額

主税局継続税制
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１東京都の令和７年度予算案等について

 (3)令和７年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等⑧

住 宅 政 策 本 部

事業概要

都内既存の集合住宅及び戸建住宅において省エネ診断、省エネ設計に補助（診断、設計は独立して申請可）

事業内容

〇補助対象者：住宅の所有者、マンション管理組合等

〇補助対象事業：

【ポイント】
⚫ BELSの評価・認証にかかる費用も補助対象です。「省エネ性能表示制度」が開始した今、
将来の賃貸借や売買時に、省エネ性能を客観的に提示することが可能になります。

⚫ 省エネ診断・省エネ設計を行うことで、省エネ性能を把握した上での効果的な省エネ改修
につなげることが可能になります。省エネ改修を実施する際には、国・都等の他の改修補
助制度をご活用ください。

令和８年度の事業詳細・申請受付期間等は、
決まり次第公表いたします。

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑯東京都既存住宅省エネ診断･設計等支援事業

補助対象事業 補助率 補助率 交付限度額

省エネ診断
■省エネ診断に必要な調査費用
■BELSの評価・認証取得に必要な費用 等

2/3 210千円/戸

省エネ
設計等

省エネ
基準適合 ■省エネ改修に必要な調査・設計・計画に係る費用

■改修設計についてBELSの評価・認証取得に必要な費用
■省エネ改修工事の工事監理に係る費用 等

2/5 180千円/戸

ZEH水準
適合

4/5 360千円/戸

住宅政策本部継続補助金



事業概要

ニーズや建物の状況に応じた省エネ化・再エネ化等のリフォームに関するア
ドバイスを行う無料派遣

１ アドバイスの内容
（1）リフォームに関しての意向や現状の問題意識について聞き取り
（2）建物の状況や設備等を目視で調査
（3）調査結果に基づき、建物や設備等の現状の説明
（4）省エネ化・再エネ化やバリアフリー化等に関する改修手法や各種補助

制度等について情報提供

２ 申込が可能な方
耐震性を有する※都内の戸建住宅、二世帯住宅等の長屋の所有者
※「耐震性を有する」とは、新耐震基準（昭和56年6月1日に導入された耐震基準。以下同じ。）に

より建築されたこと又は耐震改修や耐震診断により新耐震基準と同等以上の耐震性能を有することが確
認されたことを指します。

※なお、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工した2階建以下の木造住宅の場合、耐震性

の確認等が必要になる場合があります。

３ 申込受付（予定）
令和８年４月１日

事業内容

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑰戸建住宅省エネ等リフォームアドバイザー派遣事業

住宅政策本部継続アドバイザー
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事業概要
個々のマンションで共用部分の省エネルギー化等を進めるための提案をする「マンション省エネ・再エネアドバイザー」
を無料で派遣（令和４年度～）

●件数
Ⓐ アドバイザー派遣：160件 Ⓑ フォローアップ派遣：20件（拡充部分）

【事業内容】
◆派遣するアドバイザー
マンション管理士、建築士又は電気主任技術者等の資格を持った専門家（２名）

◆内容
【Ⓐ アドバイザー派遣】マンション共用部分等の省エネルギー化等に関する

                                   ①相談、調査、助言等 ②提案書作成、説明
【Ⓑ フォローアップ派遣】上記Ⓐ提案書について、総会等での詳細説明や質疑応答

◆対象者
分譲マンションの管理組合、区分所有者の任意の団体、賃貸マンションの所有者等（都内）

◆派遣回数等
１管理組合 Ⓐ、Ⓑ各１回（Ⓑ フォローアップ派遣は、 Ⓐ アドバイザー派遣後に利用可）

派遣料：無料

◆受付開始 令和８年４月１日予定

派遣助成の内容

事業概要チラシ

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑱マンション省エネ・再エネアドバイザー事業

住 宅 政 策 本 部住宅政策本部拡充アドバイザー
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事業概要
太陽光発電及び蓄電池等の導入を検討したい管理組合等に対して、導入方法（設置方法）、概略費用（補助金等の活用
による削減可能金額を含む）、節約できる電気代、災害時の活用方法等を検討し、提示できる専門家を無償で派遣

（令和５年度～７年度実施の「東京都既存マンション省エネ・再エネ促進事業」（補助金）を活用しやすい専門家派遣制度に再編）

●件数 Ⓐ アドバイザー派遣：30件 Ⓑ フォローアップ派遣：15件
【事業内容】（詳細検討中）
◆派遣するアドバイザー 一級建築士等
◆内容

【Ⓐ アドバイザー派遣】導入方法（設置方法）、概略費用（補助金等の活用による削減可能金額を含む）、
                                    節約できる電気代、災害時の活用方法等を検討し、検討結果を提示
【Ⓑ フォローアップ派遣】Ⓐの結果について、総会等での詳細説明や質疑応答

◆対象者
分譲マンションの管理組合、区分所有者の任意の団体、賃貸マンションの所有者等（都内）で、以下の要件を満たすもの

５年以内に大規模改修を予定／建築構造が検討できる資料（検査済証や構造計算書等）／

太陽光発電及び蓄電池の導入を検討すること（他の省エネ等手法の同時検討も可能）

◆派遣回数等 １管理組合 Ⓐ、Ⓑ各１回（Ⓑ フォローアップ派遣は、 Ⓐ アドバイザー派遣後に利用可）

派遣料：無料

◆受付開始 検討中

派遣助成の内容

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑲太陽光発電等導入フィージビリティー検討支援
住 宅 政 策 本 部住宅政策本部新規アドバイザー
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都市整備局

助成対象住宅
・旧耐震基準で建築された住宅（マンションを除く）
・2000年以前に建築された新耐震基準の木造住宅（２階建以下・在来軸組工法）

助成対象者 住宅の所有者 助成窓口 区市町村（区市町村を通じた間接補助）

助成金額

近年の
拡充事項等

○障害者･要介護者等*5が居住する住宅については
耐震改修等への助成を加算*6（令和７年度～）

*5 身体障害者、知的障害者、精神障害者、要介護者、要支援者

○耐震シェルターや防災ベッドに関する助成を行う
区市町村に対し都は12.5円/戸を限度に支援

耐震診断*1 耐震改修 建替・除却 太陽光発電システム加算

助成率 上限額 上限額 上限額 助成率 上限額

旧耐震
２/３ 9.1万円/戸*2 177.5万円/戸

177.5万円/戸*3
通常の対象額を
超えた費用の３/５

36万円/棟
新耐震 対象外*4

都

60万円

国

57.5万円

区市町村

60万円

区市町村

＋61.3万円

都

＋61.2万円

都

60万円

国

57.5万円

区市町村

60万円

自己負担

122.5万円

○加算後 障害者等が居住する住宅への加算

助成率等は都における標準的な場合の例示であり、以下の事項等のように区市町村によって助成制度は異なる。
*1 耐震診断は区市町村が無償で行っている場合がある。 *4 新耐震木造住宅の建替や除却を助成対象とする区市町村もある。

*2 令和８年度に上限額を引上げ予定 *５,6 障害者・要介護者等への加算についても区市町村によって異なる。

*3 新築を伴わない除却のみの場合も上限額等は異なる。

自己負担という言葉を
公表資料に使わない
→「所有者」
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【通常】例：耐震改修の工事費が300万円の場合

【障害者・要介護者等が居住する住宅】

助成金 300万円

助成金 177.5万円

防災ベッドの例耐震シュルターの例

※区市町村が住宅所有者
向けに助成を実施

※区市町村によって
助成制度は異なる

（令和７年度～）

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑳東京都戸建住宅等耐震化促進事業
都市整備局拡充補助金



取組名称 戸建て住宅の耐震化アドバイザー制度

対象住宅
・旧耐震基準で建築された住宅（マンションを除く）
・2000年以前に建築された新耐震基準の木造住宅（２階建以下・在来軸組工法）

対象者 対象住宅の所有者 窓口 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター

事業概要

・所有者が耐震化を進める上での不安等を解消するため、専門家（建築士、弁護士等）を無償で派遣

・耐震化に合わせて省エネ・バリアフリー等のリフォームについても情報提供し、
住宅の防災性と快適性を向上（令和６年度から拡充）

⇒省エネ化、バリアフリー化、太陽光等と一体となった耐震化を推進

耐震改修にあわせた
省エネ、バリアフリー化など

総合的な助言

アドバイザー
（建築士など）

建物所有者等

省エネ化の事例（窓の断熱機能を向上） 太陽光パネル設置例

１ 令和８年度東京都の計画・補助金紹介

東京都戸建住宅等耐震化促進事業
都市整備局

新規 拡充

補助金
ポイン
ト

税制
アドバ
イザー

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

⑳東京都戸建住宅等耐震化促進事業
都市整備局継続アドバイザー
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令和７年度 第２回連絡協議会

(3)設備関連

１東京都の令和８年度予算案等について

 (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等
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１ 令和７年度東京都の計画・補助金紹介

太陽光パネルの高度循環利用の推進
環境局

住宅用太陽光パネルのリサイクルルート確立に向け、埋立処分と比べ割高になるリサイクル費用の一部を補助。
補助対象は、発電出力上限50ｋＷ未満（カーポート設置パネルを含む）

事業概要

排出事業者 リサイクル
処理業者

環境公社

太陽光
パネル
撤去依頼

収集運搬収集運搬
依頼

収集
運搬
業者

住民

①補助金申請・マニフェスト提出

②補助金交付
（2.5万円/kW）

リサイクル

事務の流れ

補助金の流れ

マニフェストの

流れ

パネルの流れ

解体・撤去業者
• ハウスメーカー
• リフォーム業者
• 解体工事業者
• 太陽光パネル施工業者 等

ガラス

アルミ
枠

セル等

事業内容

排出事業者 リサイクル
処理業者

太陽光
パネル
撤去依頼

収集運搬
収集運
搬依頼

収集
運搬
業者

所有者
（施主）

環境公社補助金申請
マニフェスト提出

補助金交付
（2.5万円/kW）

補助金申請 マニフェスト提出

補助金交付
（2.5万円/kW）

補助事務の流れ

補助金の流れ

マニフェストの流れ

廃棄パネルの流れ

パネル撤去施工業者
•解体工事業者
•リフォーム業者
•太陽光パネル施工業者 等

ガラス

アルミ枠

セル等リサイクル

又は

２ 補助金等の紹介

太陽光パネルの高度循環利用の推進
環境局

補助金 継続

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉑太陽光パネルの高度循環利用の推進
環境局継続補助金

排出事業者
リサイクル
処理業者

太陽光パネル
撤去依頼

収集運搬収集運搬依頼

収集運搬
業者

所有者
（施主）

環境公社補助金申請
マニフェスト提出

補助金交付
（2.5万円/kW）

補助金申請 マニフェスト提出

補助金交付
（2.5万円/kW）

補助事務の流れ

補助金の流れ

マニフェストの流れ

廃棄パネルの流れ

パネル撤去施工業者
•解体工事業者
•リフォーム業者
•太陽光パネル施工業者 等

ガラス

アルミ枠

セル等

リサイクル

又は



２ 補助金等の紹介

住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業

リース・電力販売・屋根借り・自己所有モデル等による初期費用ゼロで太陽光発電設備等を設置する事業者に対して助成し、
サービス利用料の低減等を通じて住宅所有者へ還元

＜スキームの例＞

１ 事業概要

２ 事業内容
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環境局
補助金 継続

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉒住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進の増強事業
拡充 環境局補助金

・太陽光発電システム

※機能性ＰＶへの上乗せ補助を含む

・蓄電池システム

＜助成対象機器＞



２ 補助金等の紹介

太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業

 〇太陽光発電設備及び蓄電池の導入に係る都民の負担を軽減するため、都と協定を締結する事業実施者（アイチューザー株式会社）が購入希望

者を募集し、共同購入によるスケールメリットにより購入価格の低減を可能とする事業を実施

１ 事業概要

２ 事業内容

〇参加登録期間（予定）

【第１回】令和８年３月26月から7月29日まで

【第２回】7月30日から11月30日まで

【第３回】12月１日から令和９年３月31日まで

コールセンター：0120－723－100
（受付時間 10時から18時まで（土・日・祝日を除く）

みんなのおうちに太陽光 東京都

〇選択可能なプラン

・「太陽光発電設備のみ」、「太陽光発電設備＋蓄電池」、「蓄電池の

み」の３つのプランから選択が可能

・参加登録後に届く見積等を踏まえて契約の判断が可能

〇価格低減効果 ※ 価格低減の程度は、状況により変動

・令和７年度は、共同購入により設置費用（機器費及び工事費）が想

定市場価格から約２割程度低減

〇その他

・本事業で住宅に太陽光発電設備等を設置する方について、都の補

助金を併せて活用可能
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〇施工事業者等

・施工事業者は今後、事業実施者が行う入札により決定し、東京都環境局

ホームぺージに掲載

（施工事業者及び太陽光発電設備等のメーカーは指定のものとなります）

環境局１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉓太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業
継続 環境局共同購入



〇集合住宅における建物全体の再エネ化を推進するため、高圧一括受電による再エネ１００％電気の導入を条件に、受変電設備の設置等に係る経

費を助成するとともに、さらに太陽光発電設備を設置する場合には上乗せして助成する事業を継続

１ 事業概要

２ 事業内容
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環境局
補助金 継続

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉔集合住宅における再エネ電気導入促進事業
環境局継続補助金

東京都

高圧一括受電事業者

高圧一括受電により、
再エネ１００％電気を

安価に提供

集合住宅

高圧一括受電により、
再エネ１００％電気に
切り替えるマンション

③申請受付・設備助成
（PV設置、防水架台工事費）

電力需給契約

①募集・登録②申請受付・設備助成
（受変電設備）

通常よりも安価に
再エネ電力を供給

【スキーム図】

・受変電設備
補助率2/3（上限額あり）

・太陽光発電設備
新築10万円/kw、

       既築12万円/kw
※陸屋根への架台設置、

       防水工事に対して上乗せあり

助成内容



１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉕充電設備普及促進事業

⚫ 都内の集合住宅及び既存戸建住宅に、電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自動車（PHEV）用充電設備を
設置する際の経費等を補助。令和8年度は、機械式駐車場のEV対応への改修工事における支援も含めて継続

令和８年度予算案 26.9億円

拡充 環境局補助金

集
合
住
宅

助成対象設備等 設備購入費 設置工事費 上乗せ補助等

超急速充電設備 (出力90kW以上) 10/10
（機種ごとの

上限あり）

上限1,600万円/基 蓄電池付き充電設備
＋335万円/基（上限額）
通信機能付き充電設備
＋10万円/基（上限額）

急速充電設備(出力10kW以上) 上限6万円/kW or 上限309万円/基（いずれか低い方）

普通充電設備
V2H充放電設備

充電用コンセントスタンド

1/2
（機種ごとの
上限あり）
(国補助と併用して
10/10もあり)

上限135万円/基（１基目）
上限68万円/基（２基目以降） 機械式駐車場へ設置する場合

上限171万円/基（１基目）
上限86万円/基（２基目以降）

通信機能付き充電設備
＋3万円/基（上限額）

充電用コンセント 上限95万円/基（１基目）
上限48万円/基（２基目以降）

将来の充電設備設置のための
先行工事

- 機械駐車場以外：上限7万円/区画、機械駐車場：上限30万円/区画 -

遠隔制御用
エネルギーマネジメント設備 上限30万円/台 -

機械式駐車場への充電設備設置時の
パレット改修工事

（EVが駐車可能な規格への改修）
上限140万円/パレット -

既存
戸建
住宅

助成対象設備 設備購入費 設置工事費 要件

普通充電設備
充電用コンセント
充電用コンセントスタンド

通信機能なし 25,000円/基 太陽光発電の設置または再エネ100%の電力契約

通信機能付き 全額（上限30万円/基） - -

※合計出力50kW以上の充電設備を導入する場合、受変電設備改修費（機器購入費・設置工事費）を上限435万円まで補助

事業内容
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〇普及啓発の取組

名称 補助概要 補助対象者 補助額

マンション充電設備
ランニング経費補助

充電設備を先行的に一定数導入し、別途電気の引込工事を行う都
内マンションに対し、新たに契約した電気料金（基本料金）を支
援

都内マンション管理組合、
賃貸住宅オーナー等

最大18万円/年（低圧）

最大334万円/年（高圧）

〇マンション充電設備普及促進事業

・マンション管理組合等を対象とした充電事業者各社との個別相談会

・充電設備の設置に関する助言を行うマンションアドバイザーを派遣、オンライン相談会の実施

・マンションへの充電設備設置に特化したポータルサイトからの情報発信

環境局

継続補助金

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉖マンション充電設備普及促進に向けた連携協議会の運営

環境局補助金 継続

令和８年度予算案 0.3億円

⚫ 令和４年度に創設した充電サービス事業者等で構成する連携協議会を活用し、マンション充電設備の普及促進に
向けた各種支援策を展開。

事業内容



ハード面への
支援イメージ

▼ 蓄電池とＶ２Ｘ

区 分 支 援 対 象

ソフト面 防災備蓄資器材（防災キャビネット、簡易トイレ等）補助

ハード面

非常用電源設置（蓄電池、発電機）補助

非常用電源確保に係る浸水対策（止水板の設置等）補助

既存給排水管点検調査専門家派遣

エレベーター閉じ込め防止対策（リスタート機能等）補助

マンホールトイレ整備補助

太陽光発電設備・Ｖ２Ｘ（自動車用充放電設備）設置補助

防災備蓄倉庫の設計・改修費補助

ソフト面への
支援イメージ

▼ 防災備蓄資器材

エレベーター用
防災キャビネット

●災害時でも自宅での生活を継続しやすいマンションを「東京とどまるマンション」として登録・公表
〇登録要件 耐震基準を満たしていること（前提）

ハード対策：非常用電源の設置
ソフト対策：防災マニュアル等を整備

いずれか

（ソフト対策のみでも登録可）

拡充

拡充

継続

継続

継続

拡充

拡充

拡充

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉗東京とどまるマンション

事業概要

助成の内容

R７年12月末時点：902件（約12.6万戸）

●登録済マンションに対し、在宅避難の実効性を高める支援を更に充実させ、ソフト・ハード対策を共に推進

住宅政策本部拡充補助金
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令和７年度 第２回連絡協議会

(4)住宅市街地

１東京都の令和８年度予算案等について

 (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等



１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉘宅地開発無電柱化推進事業

事業概要

無電柱化を推進するため、都市計画法による開発許可を得て、新たに築造される道路の電線類を地中化した場合に、
その事業費の一部について補助を実施

事業内容

○対象事業の条件
・都内で開発許可により新たに道路を築造する宅地開発
（住宅を主な用途とする開発）

○補助対象となる費用
無電柱化の設計費・工事費（引込柱を含む）

○補助限度額
≪開発面積：3,000㎡未満≫【R8年度より】
総事業費3,000万円まで【拡充】総事業費の4/5を補助

≪開発面積：3,000㎡以上≫
総事業費6,000万円まで、総事業費の2/3を補助

○補助事業について
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/takutimudentyuu/101

国費2/5

都費2/5

事業主1/5補
助
対
象
（
総
事
業
費
）

総事業費：２千万円まで
（補助上限額1,600万円）

【3,000㎡未
満】

国費2/5

都費2/5

事業主1/5

総事業費：３千万円まで
（補助上限額2,400万円）

国費1/3

都費1/3

事業主1/3

総事業費：6千万円まで
（補助上限額4,000万円）

【3,000㎡以
上】

総事業費：２千万円 ３千万円まで
（補助上限額1,600万円 2,400万円）

国費2/5

都費2/5

事業主1/5補
助
対
象
（
総
事
業
費
）

【3,000㎡未満】 【3,000㎡以上】

国費1/3

都費1/3

事業主1/3

総事業費：6千万円まで
（補助上限額4,000万円）

《変更なし》《補助上限を引上》
拡充

都市整備局拡充補助金

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/takutimudentyuu/101


１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉘無電柱化無料相談窓口の設置

39

（公財）東京都都市づくり公社と連携・協力して、開発事業者や設計会社の皆様へ、配線計画案の作成や概算費用
の算出等の支援を無料で行う相談窓口を設置する

〇利用できる方 ：開発事業者及び開発事業者から設計を依頼された設計会社

○支援内容：開発道路を無電柱化する場合の配線計画案作成、想定事業ｽｹｼﾞｭｰﾙの作成
概算事業費の算定、個別のご相談への回答 など

〇対象要件
（１）都市計画法第 29 条の開発許可を受けて行う開発事業（都内）
（２）住宅を主な用途とする開発事業（開発戸数 20～30 戸程度を上限）

○受付期間（予算を超えた時点で受付を終了することがあります）
令和８年４月１日から令和９年２月下旬まで（予定）

〇相談窓口：（公財）東京都都市づくり公社
https://toshizukuri-cms.com/information/mudenchu.html

※無電柱化を実施する際のノウハウをまとめた「宅地開発無電柱化 HAND BOOK」もご活用ください！
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200

事業概要

事業内容

都市整備局継続

https://toshizukuri-cms.com/information/mudenchu.html
https://toshizukuri-cms.com/information/mudenchu.html
https://toshizukuri-cms.com/information/mudenchu.html
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2025-03-27-163614-200
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１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等

㉘宅地開発無電柱化認定制度

宅地開発において無電柱化に取り組む事業者を増やしながら広く普及させることを目的として、事業者の認定制度
を創設・運用しています

〇認定されると
・都市整備局ホームページで、認定事業者と、その取組事例を紹介します
・認定ロゴマーク（登録番号入り）をご活用いただけます

〇認定の要件
都市計画法第29条の開発許可を受けて行う宅地開発において、
無電柱化を推進する事業者で、以下のいずれも満たす方
（１） 都内での無電柱化の施工が確認された方
（２） 認定規定の内容について同意した方

○募集期間：予定が決まりましたら、下記リンク先等でご案内します
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/takutimudentyuu/201

〇認定制度について
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_bosai_kaihatsu_pdf_kaihatsu13-01

【問合先】都市整備局 市街地整備部 区画整理課（宅地開発無電柱化担当）
電話 03-5320-5132

認定ロゴマーク

都認定 No.0000

事業概要

事業内容

表彰事業者への表彰状の授与

都市整備局継続

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/takutimudentyuu/201
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_bosai_kaihatsu_pdf_kaihatsu13-01
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_bosai_kaihatsu_pdf_kaihatsu13-01
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_bosai_kaihatsu_pdf_kaihatsu13-01
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(5)家電の買い替え

１東京都の令和８年度予算案等について

 (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等



42

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金

㉙家庭のゼロエミッション行動推進事業（東京ゼロエミポイント）

42

〇 省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫及び給湯器並びにLED照明器具への買替等を促進するため、
「東京ゼロエミポイント」を付与する事業
〇 令和６年10月１日購入分より店舗での値引き方式に変更及び支援を拡充
〇 令和７年８月３０日より高齢者及び障害のある方を対象に支援を拡充

２ 事業内容

42

期限：令和９年３月31日

①通常の買替

〇 エアコン(最大23,000ポイント)

〇 冷蔵庫(最大26,000ポイント)

〇 給湯器(一律12,000ポイント)

〇 LED照明器具(対象製品のみで4,000ポイント、

取替作業費込みで6,000ポイント)

〇 エアコン(最大70,000ポイント)

〇 冷蔵庫(最大80,000ポイント)

②長期使用家電からの買替

コールセンター：0120－083－255
                        又は03-6834-2621
 9時から17時まで（年末年始を除く）

〇１台当たり5,000円
※事業者への助成

②の申請に当たり、
参加登録した事業者が、買替
前機器の製造年等を現地調
査・確認し、
買替申請が成立した場合

⑤調査費用の助成

〇 エアコン(最大10,000ポイント)

〇 冷蔵庫(最大5,000ポイント)

１ 事業概要

※高効率な新規家電購入及び高齢者及び障害者のエアコン購入は、
令和９年３月31日まで期限を延長

※予算が無くなり次第終了

※当該事業に参加登録した家電販
売事業者からの購入に限定

③高効率な新規家電購入

④高齢者及び障害者のエアコン購入

〇 高齢者の方や障害のある方がエアコン（多段階評価点が3.0以上）を購入する際、80,000ポイントを付与

拡充 環境局ポイント



１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金
環境局

ポイント㉓家庭のゼロエミッション行動推進事業（東京ゼロエミポイント）

43
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【新規購入】 【通常買替】 【長期使用家電買替】※

対象機器 ポイント数

エアコン
多段階評価点
2.0～2.9以下

対象外

エアコン
多段階評価点

3.0以上
10,000

冷蔵庫
省エネ基準達成率
100%～104%以下

対象外

冷蔵庫
省エネ基準達成率

105%以上
5,000

対象機器 区分 ポイント数①

エアコン
多段階評価点
2.0～2.9以下

2.4kW未満 9,000
2.4kＷ～3.6kW未満 10,000

3.6kＷ～ 23,000

エアコン
多段階評価点

3.0以上

2.4kW未満 15,000
2.4kＷ～3.6kW未満 18,000

3.6kＷ～ 23,000

冷蔵庫
省エネ基準達成率

100%以上

251ℓ未満 14,000
251ℓ～501ℓ未満 16,000

501ℓ～ 26,000

給湯器

エコジョーズ 12,000
エコキュート 12,000
エコフィール 12,000
ハイブリッド 12,000

LED照明器具
購入のみ 4,000

取替作業費込み 6,000

対象機器 区分 ポイント数②

エアコン
多段階評価点
2.0～2.9以下

2.4kW未満 20,000
(①＋11,000)

2.4kＷ～3.6kW未満 30,000
(①＋20,000)

3.6kＷ～ 40,000
(①＋17,000)

エアコン
多段階評価点

3.0以上

2.4kW未満 50,000
(①＋35,000)

2.4kＷ～3.6kW未満 60,000
(①＋42,000)

3.6kＷ～ 70,000
(①＋47,000)

冷蔵庫
省エネ基準達成率
100%～104%以下

251ℓ未満 14,000
(0)

251ℓ～501ℓ未満 25,000
(①＋9,000)

501ℓ～ 40,000
(①＋14,000)

冷蔵庫
省エネ基準達成率

105%以上

101ℓ～251ℓ未満 20,000
(①＋6,000)

251ℓ～501ℓ未満 40,000
(①＋24,000)

501ℓ～ 80,000
(①＋54,000)

※製品の銘板により、製造年から15年以上経過した
ことが確認できる機器からの買替の場合

３ ポイント数詳細

対象機器 ポイント数

エアコン
多段階評価点

3.0以上
80,000

拡充

【高齢者・障害者購入】

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金

㉙家庭のゼロエミッション行動推進事業（東京ゼロエミポイント）

拡充 環境局ポイント
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(6)プラットフォーム

１東京都の令和８年度予算案等について

 (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金等



≪お問合せ先≫

東京都住宅政策本部民間住宅部計画課

（プラットフォーム事務局）

電話 ：03-5320-5459

MAIL：S1090501@section.metro.tokyo.jp

〇補助対象：右表

〇補助率： 2/3

〇補助上限額：3,500千円

〇申請期間：令和８年４月１日受付開始

＊申請から交付決定まで１～２週間程度

プラットフォーム会員団体が行う、省エネ・再エネ住宅普及促進に要する費用の一部を補助

※営利を主目的とする事業は対象外

補助事業 対象事業（例） 対象経費（例）

普及啓発
・セミナー開催
・パンフレット作成
・HP作成

・セミナー開催に要する費用
（講師謝礼・会場借上げ、資料印刷費）
・パンフレット作成に要する費用
・HP作成に要する費用

相談窓口等設
置

・相談窓口の設置
・研修会開催

・相談窓口の設置に要する初期費用
（備品の購入費）
・研修会開催に要する費用

技術力向上
・技術支援講習会
（施工技術、省エネ計算）

・技術支援講習会に要する費用
（講師謝礼・会場借上げ、資料印刷費）

事業内容

≪補助金HP≫

事業概要

申請団体 東京都

事
前
相
談

補
助
金
交
付
申
請

審
査
・
交
付
決
定
通
知

補
助
事
業
の
着
手
※

実
績
報
告
の
提
出

請
求

審
査
・
額
確
定
通
知

補
助
金
支
払

≪申請手続きの流れ≫

※補助対象経費の変更等が生じた場合は速やかに変更申請要

１ (3)令和８年度の省エネ・再エネ住宅関連補助金

㉚東京都省エネ・再エネ住宅普及促進事業補助金

住宅政策本部継続補助金
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２ 東京都の施策について
      (1) 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度（都市整備局）

(2) 木材を活用した建築物マップ「木になる建築マップ」（都市整備局）

(3) 木材利用による脱炭素化に資する人材育成事業（住宅政策本部）
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２ 東京都の施策について

(1) 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
都市整備局

東京都 再エネ促進区域制度 検索

47

国土交通省ＨＰにて解説動画公開中
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html

▼ 促進区域制度概要説明 ▼ 説明義務制度（実演ドラマ）

促進計画が策定された区域
► 形態規制の特例許可（容積率・建蔽率・絶対高さ・高度地区）が可能
► 建築士による再エネ導入効果の説明義務

☚ 随時都市整備局ＨＰにて区市町村の情報を公開

※３月下旬リニューアル予定

今後の予定
令和８年４月１日施行：中野区、八王子市

※促進計画の詳細な情報は
各区市町村のＨＰを参照

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html


２ 東京都の施策について

(2) 木材を活用した建築物マップ「木になる建築マップ」

48

● 脱炭素化に向け、建築物における省エネ・再エネ・木材活用に関する情報発信を強化

● 設計者や施工者等の実務者向けに情報を発信し、脱炭素に係る事業の円滑化や拡大につなげる

「でかぽ」とは
「Building Decarbonization Portal Site」の「Deca」と「Po」を組み合わせた言葉

● 木材をより多く利用できる「中高層」・「中大規模」の建築物における木材活用の促進のため、視覚的に情報が
入るようにし、木材活用に関する技術情報や可能性などの魅力を発信

● 都内における木材を活用した「中高層」・「中大規模」の建築物の情報（木材使用量・炭素貯蔵量など）を強化

https://www.datsutansoka.metro.tokyo.lg.jp/timber/map/

東京都建築物脱炭素化ポータルサイト
３月
公開

の一部コンテンツ：木になる建築マップ
先行
公開中

https://www.datsutansoka.metro.tokyo.lg.jp/

問合せ先：東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当 伊藤・伊東・下田 03-5320-5031

都市整備局

https://www.datsutansoka.metro.tokyo.lg.jp/timber/map/
https://www.datsutansoka.metro.tokyo.lg.jp/
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２ 東京都の施策について

（3）木材利用による脱炭素化に資する人材育成事業

令和８年度 中層木造共同住宅の設計講習会（案）

〇目的 ：中層共同住宅の木造化を進めるため、中小事業者向けに設計技術力向上の機会を提供
〇対象者 ：東京都省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム会員団体の設計者、技術者

（全６回の講習を通しで受講できる方）
〇定員 ：50名程度
〇参加費 ：無料
〇講習形式 ：対面形式
○講習回数 ：全６回の講習を２回開催
※募集については、後日プラットフォーム分科会やホームページ、メルマガで案内

回数 内容（予定）

第１回 概論（国産木材利用の意義、環境の観点、基準法改正等）

第２回 構法計画の基本事項、構造計画上の留意事項、設計プロセス

第３回 設計、木質系材料

第４回 防耐火規定の概要、告示の例示仕様（1 時間準耐火構造、75 分準耐火構造）

第５回 燃えしろ設計、接合部の防耐火、軸組構法による事例（準耐火建築物）

第６回 賃貸住宅の事業収益、損益分岐、事例紹介など

中層共同住宅の木造化はCO₂の排出抑制や国産木材の活用による脱炭素化に寄与する有効な手段です。
今後増加が見込まれる中層共同住宅の建替えを見据え、中層共同住宅の建設・設計の担い手である工務店や設計事務所

の皆様を対象に、講習会を開催予定

住宅政策本部拡充
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３ その他

     (1) 住宅事業者への感震ブレーカー設置促進のための補助金（総務局）

     (2) 事務局からの連絡 
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３その他

(1) 住宅事業者への感震ブレーカー設置促進のための補助金

１ 事業目的

東京都は、地震発生時における電気火災を防止するため、住宅事業者が都内に住宅を新築する際に
設置する感震ブレーカーの購入費を補助しています。

２ 補助内容

○補助経費 ：住宅の新築やリフォーム工事（増築・改築含む）の際に設置する
分電盤内蔵タイプの感震ブレーカーの購入費

３ お問合せ先

東京都総務局総合防災部防災戦略課
電話番号：03-5320-7449（直通） メールアドレス：S0031506@section.metro.tokyo.jp

お気軽にお問合せください。

○補助対象者：住宅事業者

○補助率 ：対象経費の１／２（上限３万円） 「感震機能付き分電盤」

＜拡充のポイント＞
補助対象として、建売の木造住宅に限定していましたが、
都内すべての新築住宅やリフォーム工事（増築・改築含む）を行う住宅に拡大
しました。交付要綱が確定次第、申請受付します。

総務局拡充補助金
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令和７年度から参加：３団体

団体名称変更：1団体
（旧：一般社団法人日本モバイル建築協会）

※退会 一般社団法人 日本木造分譲住宅協会
（団体解散による）

令和７年度 中層木造共同住宅の普及に向けて（設計者向けの勉強会の実施）
３その他 (2)事務局からの連絡

令和７年度参加団体（5４団体）



令和７年
４月～６月 ７月～９月 １０～１２月

令和８年
１月～３月

会議体

主な
活動
内容

2/9

連絡協議会（第2回）

4/25

連絡協議会（第1回）

都民への普及啓発

53

今年度の
都の計画･補助金等紹介

次年度の
都の予算の紹介

(協議会と同時開催）

事業者向けセミナー

メルマガ配信

普及促進事業補助金（普及啓発、相談窓口の設置、技術力向上）

1/16,17エコ住宅体験会10/10,11住まいに役立つ情報展

ホームページ運用 9/16~ ポータルサイト化（東京都HPから独立サイトへ）

１．連絡協議会は2回にし、分科会を6回にすることで、意見交換等の活性化
２．プラットフォームHPについて、局サーバーから独立させ、外部サーバーによる維持管理を行い、

補助検索機能、投稿機能等の機能を強化することで、事業者にとって有益な内容への充実や双方向の情報交換

令和７年度 中層木造共同住宅の普及に向けて（設計者向けの勉強会の実施）
３その他 (2)事務局からの連絡

令和７年度活動実績

7/2

分科会（第１回）

7/30

分科会（第２回）

8/22

分科会（第３回）

9/12

分科会（第４回）

10/23

分科会（第５回）

11/28

分科会（第６回）

●２/16申請締切
（完了実績報告3/16締切）

●団体アンケート

戸別訪問(希望団体）



令和７年度 中層木造共同住宅の普及に向けて（設計者向けの勉強会の実施）
３その他 (2)事務局からの連絡

団体アンケート（５月実施、回答45団体）

0 10 20 30

未回答

太陽光発電の

実地検証結果

省エネ点検改修ｷｬﾝ

ﾍﾟｰﾝ、

賃貸住宅ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ…

木材利用促進・

木造集合住宅設計

改正建築物省エネ法

施行に

伴う事業課題

都が設定する分科会テーマへ

の関心

0 10 20

その他

団体間の情報共有・情

報交換

団体間の連携に係る意

見交換

消費者への普及啓発方

法

事例研究

最新技術情報

分科会テーマへの希望

0 10 20

未回答

その他

会員団体の活動等

紹介

省エネ・再エネリ

フォーム事例

省エネ・再エネ住宅

に関する施策

ホームページ等の充実

54

⇒第5回普及啓発
第6回省エネ･再エネの取組み事例

⇒(12月末） HP: 団体から更新（5件）
     団体活動の収集（9件）

メルマガ（~vol.27）



令和７年度 中層木造共同住宅の普及に向けて（設計者向けの勉強会の実施）
３その他 (2)事務局からの連絡

分科会

開催日 設定テーマ
意見交換
参加団体

意見交換概要

第1回 7月2日
住宅政策本部、産業労働局、都市整備局
木材利用促進・木造集合住宅設計等について

６団体
・木材利用ポイント事業の要件
・構造木質化に係る補助の要件
・木材の利用促進における課題 等

第2回 7月30日
環境局
省エネ点検改修キャンペーン、賃貸住宅コン
シェルジュ事業等について

11団体
・アドバイザーやコンシェルジュの登録
・賃貸の改修に係る事例やメリット
・集合住宅における取組 等

第3回 8月22日
住宅政策本部
太陽光発電の実地検証等（JKK）について

10団体
・事例の施工工法
・既存マンションにおける設置課題
・エアソーラー、プラグインソーラー 等

第4回 9月12日
都市整備局
改正建築物省エネ法の施行に伴う事業課題等に
ついて

15団体
・仕様基準による申請課題
・審査機関の逼迫状況
・省エネ設計の外注先 等

第5回 10月23日
普及啓発について
・東京都、団体の実施イベント等

11団体
・他分野（医療、ペット等）との連携
・技術的な説明に係る団体間の連携
・事業者向けの普及啓発 等

第6回 11月28日
省エネ・再エネ化の取組み事例について
・団体会員等による再エネ、断熱の事例

10団体
・事業者間の情報共有
・HP掲示板の活用
・次年度分科会の在り方 等

※意見交換は対面参加団体に限定 55



４その他 (2)事務局からの連絡

都民への普及啓発

①住まいに役立つ情報展2025（10月10日、11日／新宿駅西口イベントスペース）

プラットフォーム６団体の協力

取り組んでみたいリフォーム 補助金の認知省エネ･再エネ化の意向

窓･ドア

壁･床

給湯器

再エネ

未回答

56
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左：
エコ住宅体験

上：
出展ブース

右：
ミニセミナー

②知っていますか？エコ住宅体験会（1月16日、17日／調布市役所前庭他）

断熱性能の効果体感 省エネ･再エネ化の意向 取り組んでみたいリフォーム 補助金の認知

協力：
プラットフォーム12団
調布市役所

参加：
1/16（金） 36人
1/17（土）164人 計200人

   
・約８割が調布市在住
・約４割が50代以上   

0 10 20 30 40 50 60

未回答

再エネ

給湯器

壁や床

窓･ドア

よくわかった

61%

わかった

31%

どちらともいえ

ない

6%

よくわからな

かった

2%

知っていた

45%今日初めて

知った

41%

知らない

14%

したい

71%

したくない

9%

取組み

済

12%

未回答

8%

３その他 (2)事務局からの連絡

都民への普及啓発
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